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「精霊流し行事」の実施と各種支援について 

 
 精霊流し行事実施協議会では、島原市の伝統行事「精霊流し」を８月１５日に実施する

にあたり、同行事の継続・活性化を図るため、次の支援を実施しますのでお知らせします。 

 
記 

（１）精霊船作製支援 
     精霊船を出す団体、個人などに対し、助成を行います。 
     ▼助成対象：２メートル以上の精霊船を出す人 

▼助成額 ：２万円 
▼完成写真が必要です 

（２）精霊流し台車作製支援等について 
     台車作製等に要する経費の一部を助成します。 
     ▼助成額 ：新規の場合  台車作製に要する経費の２分の１ 

（上限５万円、１千円未満切捨て） 
           修繕等の場合 台車修繕等に要する経費の２分の１ 
                  （上限２万５千円、１千円未満切捨て） 
（３）担ぎ手体験（ボランティア）の募集 
     精霊流し行事に精霊船の担ぎ手として参加できるボランティアスタッフを募集 

します。 
     ▼応募資格：４月１日時点で満１８歳以上の人（高校生は不可） 
     ▼募集人数：５０人程度 
     ▼活動内容：精霊船の担ぎ手、切子灯篭の飾り付けなど 
（４）担ぎ手体験（ボランティア）派遣先の募集 
     担ぎ手ボランティアの派遣を希望される個人・団体を募集します。 
     ▼応募人員：１個人または１団体につき、５人を上限とします 
 【申込方法】 

しまばら観光課または、各地区公民館に備え付けの申請書に、必要事項を記入の

上、提出して下さい。 
【申込期間】 

上記の    （１） ⇒ ８月３０日（金）まで 
上記の（２）～（４） ⇒ ７月１２日（金）まで 
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